
元高文書第117号

高知県公文書管理委員会 様

高知県公文書等の管理に関する条例（令和元年高知県条例第１号。以下「条例」と

いう。）第32条第１号の規定により、条例の施行規則の制定の立案に当たり、下記の

とおり諮問します。

令和元年７月29日

高知県知事 尾﨑 正直

記

条例施行規則の制定の立案に関する事項

(１) 制定の趣旨

条例第７条、第９条第１項、第３項及び第４項、第11条第１項、第12条第２項、

第13条第１項、第14条第３項、第17条、第18条第１項、第22条第１項から第３項

まで、第23条、第24条並びに第30条並びに附則第６項の規定により規則に委任さ

れた事項を定める条例施行規則の制定を行うもの。

（２） 制定内容

別添のとおり

（３） 条例第39条第１項の規定による関係する実施機関の意見

意見なし（知事を除く全ての実施機関）
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附 則

第 １ 章 総 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和

元 年 高 知 県 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ

き 、 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 に お い て

使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。

第 ２ 章 公 文 書 管 理 規 則

（ 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 分 類 、 名 称 及 び 保 存 期 間 ）

第 ３ 条 実 施 機 関 は 、 当 該 実 施 機 関 に お け る 能 率 的 な 事 務 及 び 事

業 の 処 理 に 資 す る と と も に 、 県 の 有 す る 諸 活 動 を 現 在 及 び 将 来

の 県 民 に 説 明 す る 責 務 が 全 う さ れ る よ う 、 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 及

び 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 公 文 書 及 び 公 文 書 フ ァ イ ル に つ い て 、

当 該 実 施 機 関 の 事 務 及 び 事 業 の 性 質 、 内 容 等 に 応 じ て 系 統 的 に

分 類 し 、 分 か り や す い 名 称 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

２ 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 保 存 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 公 文 書 の

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 と す る 。

(１ ) 法 令 又 は 条 例 に よ る 保 存 期 間 の 定 め が あ る 公 文 書 当 該

法 令 又 は 条 例 で 定 め る 期 間

(２ ) 前 号 に 掲 げ る 公 文 書 以 外 の も の 実 施 機 関 の 事 務 及 び 事

業 の 性 質 、 内 容 等 に 応 じ て 実 施 機 関 が 定 め る 期 間

３ 実 施 機 関 は 、 公 文 書 が 歴 史 公 文 書 等 に 該 当 す る 場 合 に は 、 １

年 以 上 の 保 存 期 間 を 設 定 し な け れ ば な ら な い 。

４ 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 保 存 期 間 の 起 算 日 は 、 公 文 書 を 作 成 し 、



又 は 取 得 し た 日 （ 以 下 「 文 書 作 成 取 得 日 」 と い う 。 ） の 属 す る

年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 と す る 。 た だ し 、 文 書 作 成 取 得 日 か ら

１ 年 以 内 の 日 で あ っ て ４ 月 １ 日 以 外 の 日 を 起 算 日 と す る こ と が

公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る と 実 施 機 関 が 認 め る 場 合 に あ っ て

は 、 そ の 日 と す る 。

５ 条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 保 存 期 間 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル に ま と め ら

れ た 公 文 書 の 保 存 期 間 と す る 。

６ 条 例 第 ９ 条 第 ３ 項 の 保 存 期 間 の 起 算 日 は 、 公 文 書 を 公 文 書

フ ァ イ ル に ま と め た 日 の う ち 最 も 早 い 日 （ 以 下 「 フ ァ イ ル 作 成

日 」 と い う 。 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 と す る 。 た だ

し 、 フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で あ っ て ４ 月 １ 日 以 外 の

日 を 起 算 日 と す る こ と が 公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る と 実 施 機

関 が 認 め る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 日 と す る 。

７ 第 ４ 項 及 び 前 項 の 規 定 は 、 文 書 作 成 取 得 日 に お い て は 不 確 定

で あ る 期 間 を 保 存 期 間 と す る 公 文 書 及 び 公 文 書 の 適 切 な 管 理 に

資 す る た め に 実 施 機 関 が 公 文 書 管 理 規 程 に お い て 別 の 取 扱 い を

定 め る 公 文 書 並 び に こ れ ら の 公 文 書 が ま と め ら れ た 公 文 書 フ ァ

イ ル に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 保 存 期 間 の 延 長 ）

第 ４ 条 実 施 機 関 は 、 条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 保 存 期 間 を 延 長 す る 場 合

は 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 期 間 が 経 過 す る 日 ま で の 間 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 保

存 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 の 区 分 に 該 当 す

る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 が 他 の 区 分 に も 該 当 す る と き は 、 そ れ ぞ れ

の 期 間 が 経 過 す る 日 の い ず れ か 遅 い 日 ま で の 間 、 保 存 し な け れ

ば な ら な い 。

(１ ) 現 に 監 査 、 検 査 等 の 対 象 に な っ て い る も の 当 該 監 査 、

検 査 等 が 終 了 す る ま で の 間

(２ ) 現 に 係 属 し て い る 訴 訟 に お け る 手 続 上 の 行 為 を す る た め

に 必 要 と さ れ る も の 当 該 訴 訟 が 終 結 す る ま で の 間

(３ ) 現 に 係 属 し て い る 不 服 申 立 て に お け る 手 続 上 の 行 為 を す

る た め に 必 要 と さ れ る も の 当 該 不 服 申 立 て に 対 す る 裁 決 又

は 決 定 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 間

(４ ) 高 知 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 ２ 年 高 知 県 条 例 第 １ 号 ） 第 ５

条 の 規 定 に 基 づ く 開 示 の 請 求 が あ っ た も の 同 条 例 第 10条 第

２ 項 に 規 定 す る 開 示 決 定 等 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 間

(５ ) 高 知 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 13年 高 知 県 条 例 第 ２ 号 ）

第 15条 各 項 の 規 定 に 基 づ く 個 人 情 報 の 開 示 の 請 求 、 同 条 例 第

25条 第 ２ 項 に 規 定 す る 訂 正 請 求 又 は 同 条 例 第 29条 第 ２ 項 に 規

定 す る 是 正 請 求 が あ っ た も の 同 条 例 第 20条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 開 示 決 定 等 、 同 条 例 第 27条 第 ２ 項 に 規 定 す る 訂 正 決 定 等 又

は 同 条 例 第 32条 第 ２ 項 に 規 定 す る 是 正 決 定 等 の 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て １ 年 間

２ 実 施 機 関 は 、 条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 期 間 が



満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 そ の 職 務 の 遂 行 上 必 要 が

あ る と 認 め る と き に は 、 そ の 必 要 な 限 度 に お い て 、 一 定 の 期 間

を 定 め て 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 保 存 期 間 を 延 長 す る こ と が で き

る 。

（ 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 記 載 事 項 等 ）

第 ５ 条 条 例 第 11条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 に

記 載 し な け れ ば な ら な い 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

(１ ) 分 類

(２ ) 名 称

(３ ) 保 存 期 間

(４ ) 保 存 期 間 の 満 了 す る 日

(５ ) 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置

(６ ) 保 存 場 所

(７ ) 文 書 作 成 取 得 日 （ 公 文 書 フ ァ イ ル に あ っ て は 、 フ ァ イ ル

作 成 日 ） の 属 す る 年 度 そ の 他 こ れ に 準 ず る 期 間

(８ ) 前 号 の 日 に お け る 文 書 管 理 者 （ 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 現 に

管 理 す べ き 者 と し て 実 施 機 関 が 定 め る 者 を い う 。 第 11号 に お

い て 同 じ 。 ）

(９ ) 保 存 期 間 の 起 算 日

(10 ) 媒 体 の 種 別

(11 ) 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に 係 る 文 書 管 理 者

(12 ) 条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 若 し く は 第 12条 第 ３ 項 又 は 附 則 第 ４ 項

若 し く は 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き 保 存 期 間 を 延 長 し て い る 場 合

に あ っ て は 、 当 初 の 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 及 び 通 算 の 保 存 期

間 並 び に 延 長 の 理 由

(13 ) 条 例 第 12条 第 ３ 項 又 は 附 則 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き 廃 棄 の

措 置 を と ら な い よ う に 求 め ら れ た 場 合 に あ っ て は 、 廃 棄 の 措

置 を 取 ら な い よ う に 求 め ら れ た 日

２ 実 施 機 関 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 を 磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に

準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き

る 物 を 含 む 。 ） を も っ て 調 製 し な け れ ば な ら な い 。

（ 条 例 第 11条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 期 間 ）

第 ６ 条 条 例 第 11条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 １ 年

と す る 。

（ 保 存 期 間 満 了 時 の 措 置 の 知 事 協 議 ）

第 ７ 条 条 例 第 12条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 議 は 、 １ 年 以 上 の 保 存

期 間 が 設 定 さ れ て い る 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 当 該 公 文 書

フ ァ イ ル 等 を 高 知 県 立 公 文 書 館 （ 以 下 「 公 文 書 館 」 と い う 。 ）

に 移 管 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 日 の 60日 以 上 前 に 行 わ な け れ

ば な ら な い 。

（ 管 理 状 況 の 報 告 の 内 容 ）

第 ８ 条 実 施 機 関 は 、 条 例 第 13条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ

る 公 文 書 の 管 理 の 状 況 を 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。

(１ ) 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 作 成 等 の 状 況

(２ ) 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 移 管 及 び 廃 棄 の



状 況

(３ ) 研 修 の 実 施 状 況

(４ ) 点 検 等 の 実 施 状 況

(５ ) 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 被 災 及 び 紛 失 等 の 状 況

（ 条 例 第 14条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 等 ）

第 ９ 条 条 例 第 14条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 法 令 、

条 例 若 し く は 規 則 の 制 定 若 し く は 改 廃 又 は 実 施 機 関 の 組 織 の 変

更 に 伴 い 当 然 必 要 と さ れ る 規 定 の 整 理 、 用 語 の 整 理 、 条 、 項 又

は 号 の 繰 上 げ 又 は 繰 下 げ そ の 他 の 形 式 的 な 変 更 と す る 。

２ 前 項 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 実 施 機 関 は 、 条 例 第 14条 第 ３ 項 後

段 の 規 定 に よ る 高 知 県 公 文 書 管 理 委 員 会 （ 以 下 「 公 文 書 管 理 委

員 会 」 と い う 。 ） の 意 見 を 聴 く い と ま が な い と き は 、 公 文 書 管

理 委 員 会 に 公 文 書 管 理 規 程 の 変 更 案 を 示 し た 上 で 公 文 書 管 理 規

程 を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 案 に

つ い て 、 公 文 書 管 理 委 員 会 が 意 見 を 述 べ た と き は 、 当 該 意 見 を

尊 重 し 、 公 文 書 管 理 規 程 の 変 更 そ の 他 の 措 置 を 行 う も の と す

る 。

第 ３ 章 公 文 書 館 管 理 規 則

（ 趣 旨 ）

第 10条 こ の 章 は 、 条 例 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 公 文 書 館 の 管 理

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 業 務 ）

第 11条 公 文 書 館 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う 。

(１ ) 歴 史 公 文 書 等 を 収 集 し 、 及 び 保 存 し 、 並 び に 閲 覧 、 展 示

そ の 他 の 利 用 に 供 す る こ と 。

(２ ) 歴 史 公 文 書 等 に 関 す る 調 査 研 究 を 行 う こ と 。

(３ ) 歴 史 公 文 書 等 に つ い て の 専 門 的 な 知 識 の 普 及 及 び 啓 発 を

行 う こ と 。

(４ ) 県 内 の 市 町 村 そ の 他 の 団 体 の 文 書 の 管 理 に 関 し 助 言 そ の

他 の 支 援 を 行 う こ と 。

(５ ) 知 事 が 保 存 す る 公 文 書 の 管 理 を 行 う こ と 。

(６ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 文 書 館 の 設 置 の 目 的 を 達

成 す る た め に 必 要 な 業 務

（ 事 務 の 委 任 ）

第 12条 知 事 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 公 文 書 館 の 長 （ 以 下 「 館 長 」

と い う 。 ） に 委 任 す る 。

(１ ) 条 例 第 12条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に 附 則 第 ６ 項 及 び 第 ７

項 に 規 定 す る 知 事 の 事 務 （ 規 則 を 定 め る 事 務 及 び 実 施 機 関 と

し て の 知 事 の 事 務 を 除 く 。 ）

(２ ) 条 例 第 ４ 章 （ 第 25条 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 知 事 の 事 務

（ 規 則 を 定 め る 事 務 及 び 実 施 機 関 と し て の 知 事 の 事 務 を 除

く 。 ）

(３ ) 条 例 第 32条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 公 文 書 管 理 委

員 会 へ の 諮 問 に 関 す る 事 務

(４ ) 条 例 第 34条 第 ２ 項 に 規 定 す る 知 事 の 事 務 （ 実 施 機 関 と し



て の 知 事 の 事 務 を 除 く 。 ）

(５ ) 条 例 第 35条 第 ２ 項 に 規 定 す る 知 事 の 事 務 （ 実 施 機 関 と し

て の 知 事 の 事 務 を 除 く 。 ）

（ 入 館 の 拒 否 等 ）

第 13条 館 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た 者 に 対

し て は 、 公 文 書 館 へ の 入 館 を 拒 否 し 、 又 は 公 文 書 館 か ら の 退 館

を 命 ず る こ と が で き る 。

(１ ) 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ し た 者

(２ ) 他 人 に 危 害 を 加 え 、 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 者

第 ４ 章 特 定 歴 史 公 文 書 等 利 用 等 規 則

第 １ 節 総 則

（ 趣 旨 ）

第 14条 こ の 章 は 、 条 例 第 30条 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 歴 史 公 文 書

等 の 保 存 、 利 用 及 び 廃 棄 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。

第 ２ 節 保 存

第 １ 款 受 入 れ

（ 実 施 機 関 か ら の 受 入 れ ）

第 15条 館 長 は 、 実 施 機 関 で 保 存 す る 歴 史 公 文 書 等 と し て 、 保 存

期 間 が 満 了 し た と き に 公 文 書 館 に 移 管 す る 措 置 が 定 め ら れ た も

の に つ い て 、 保 存 期 間 が 満 了 し た 日 か ら 可 能 な 限 り 早 い 時 期 に

受 入 れ の 日 を 設 定 し 、 当 該 歴 史 公 文 書 等 を 受 け 入 れ る も の と す

る 。

２ 館 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 け 入 れ た 特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ

い て 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 施 し た 上 で 、 原 則 と し て 受 入 れ か ら １

年 以 内 に 排 架 を 行 う も の と す る 。

(１ ) 生 物 被 害 へ の 対 処 そ の 他 の 保 存 に 必 要 な 措 置

(２ ) 識 別 を 容 易 に す る た め に 必 要 な 番 号 等 （ 以 下 「 識 別 番

号 」 と い う 。 ） の 付 与

(３ ) 条 例 第 16条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 由 （ 第 26条 第 １ 項 た

だ し 書 に お い て 「 利 用 制 限 事 由 」 と い う 。 ） の 該 当 性 に 関 す

る 事 前 審 査

(４ ) 第 21条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 目 録 の 作 成

３ 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う に す

る た め 、 前 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 事 前 審 査 の 方 針 を 定 め る も の と

す る 。

（ 寄 贈 又 は 寄 託 を さ れ た 文 書 の 受 入 れ ）

第 16条 館 長 は 、 条 例 第 ２ 条 第 ４ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 法 人 そ の 他

の 団 体 又 は 個 人 か ら 特 定 の 文 書 を 寄 贈 し 、 又 は 寄 託 す る 旨 の 申

出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 文 書 が 県 行 政 の 推 移 が 跡 付 け ら

れ る 歴 史 公 文 書 等 に 該 当 す る と 判 断 す る と き は 、 当 該 文 書 を 受

け 入 れ る も の と す る 。

２ 館 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 受 け 入 れ た 特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ

い て 、 寄 贈 又 は 寄 託 を し た 者 の 希 望 に 応 じ 、 利 用 の 制 限 を 行 う

範 囲 及 び こ れ が 適 用 さ れ る 期 間 を 定 め た 上 で 、 次 に 掲 げ る 措 置



を 施 し 、 原 則 と し て 受 入 れ か ら １ 年 以 内 に 排 架 を 行 う も の と す

る 。

(１ ) 前 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 措 置

(２ ) 前 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 識 別 番 号 の 付 与

(３ ) 前 条 第 ２ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 目 録 の 作 成

（ 著 作 権 等 の 調 整 ）

第 17条 館 長 は 、 前 ２ 条 の 規 定 に よ り 受 け 入 れ た 特 定 歴 史 公 文 書

等 に 著 作 物 、 実 演 、 レ コ ー ド 又 は 放 送 若 し く は 有 線 放 送 に 係 る

音 若 し く は 影 像 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 著 作 物 等 」 と い う 。 ）

が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 当 該 著 作 物 等 に つ い て 、 必 要 に 応 じ

て 、 あ ら か じ め 著 作 者 、 著 作 権 者 、 実 演 家 又 は 著 作 隣 接 権 者 か

ら 著 作 者 人 格 権 、 著 作 権 、 実 演 家 人 格 権 又 は 著 作 隣 接 権 に つ い

て の 利 用 等 の 許 諾 又 は 同 意 を 得 る こ と 等 に よ り 、 当 該 特 定 歴 史

公 文 書 等 の 円 滑 な 利 用 に 備 え る も の と す る 。

第 ２ 款 保 存

（ 保 存 方 法 等 ）

第 18条 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て 、 条 例 第 28条 の 規 定

に 基 づ き 廃 棄 さ れ る に 至 る 場 合 を 除 き 、 専 用 の 書 庫 （ 以 下 「 書

庫 」 と い う 。 ） に お い て 永 久 に 保 存 す る も の と す る 。

２ 館 長 は 、 書 庫 に つ い て 、 温 度 、 湿 度 、 照 度 等 を 適 切 に 管 理 す

る と と も に 、 防 犯 、 防 災 、 防 虫 等 の た め の 適 切 な 措 置 を 講 ず る

も の と す る 。

３ 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 の う ち 電 磁 的 記 録 に つ い て は 、 そ

の 種 別 を 勘 案 し 、 当 該 特 定 歴 史 公 文 書 等 を 利 用 で き る よ う に す

る た め に 媒 体 変 換 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。

４ 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て 、 第 15条 第 ２ 項 第 ２ 号 及

び 第 16条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 識 別 番 号 を 付 す る も の と す

る 。

（ 複 製 物 ）

第 19条 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 特 定 歴

史 公 文 書 等 の 内 容 、 保 存 状 態 、 時 の 経 過 、 利 用 の 状 況 等 に 応

じ 、 適 切 な 保 存 及 び 利 用 を 確 保 す る た め 、 複 製 物 作 成 計 画 を 定

め た 上 で 、 適 切 な 記 録 媒 体 に よ る 複 製 物 を 作 成 す る も の と す

る 。

（ 個 人 情 報 漏 え い 防 止 の た め に 必 要 な 措 置 ）

第 20条 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 に 条 例 第 15条 第 ３ 項 に 規 定 す

る 個 人 情 報 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に は 、 同 項 の 規 定 に よ り 、 当

該 個 人 情 報 の 漏 え い の 防 止 の た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け

れ ば な ら な い 。

(１ ) 書 庫 の 施 錠 そ の 他 の 物 理 的 な 接 触 の 制 限

(２ ) 当 該 特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録 さ れ て い る 個 人 情 報 に 対 す

る 不 正 ア ク セ ス 行 為 （ 不 正 ア ク セ ス 行 為 の 禁 止 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 11年 法 律 第 128号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 不 正 ア

ク セ ス 行 為 を い う 。 ） を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置



(３ ) 公 文 書 館 の 職 員 に 対 す る 教 育 及 び 研 修 の 実 施

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る 措 置 の ほ か 、 個 人 情 報 の 漏 え い の 防 止 の

た め に 必 要 な 措 置

（ 目 録 の 作 成 及 び 公 表 ）

第 21条 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 に 関 し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 に

つ い て 一 つ の 簿 冊 等 ご と に 記 載 し た 目 録 を 作 成 す る も の と す

る 。

(１ ) 分 類 及 び 名 称

(２ ) 移 管 又 は 寄 贈 若 し く は 寄 託 を し た 者 の 名 称 又 は 氏 名

(３ ) 移 管 又 は 寄 贈 若 し く は 寄 託 を 受 け た 時 期

(４ ) 保 存 場 所

(５ ) 媒 体 の 種 別

(６ ) 識 別 番 号

(７ ) イ ン タ ー ネ ッ ト で 利 用 で き る デ ジ タ ル 画 像 等 の 存 否

(８ ) 利 用 制 限 の 区 分 （ 公 開 、 部 分 公 開 、 非 公 開 又 は 要 審 査 の

い ず れ か と す る 。 ）

(９ ) 前 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 適 切 な 保 存 及 び 利 用 に 資 す

る 情 報

２ 館 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 目 録 の 記 載 に 当 た っ て は 、 条 例 第 16

条 第 １ 項 第 １ 号 ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 情 報 又 は 同 項 第 ２ 号 の 制

限 若 し く は 同 項 第 ３ 号 の 条 件 に 係 る 情 報 （ 第 24条 に お い て 「 利

用 制 限 情 報 」 と い う 。 ） は 記 載 し な い も の と す る 。

３ 館 長 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 目 録 を 公 文 書 館 に 備 え て 一 般 の 閲

覧 に 供 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 等 に よ り 公 表 し な

け れ ば な ら な い 。

第 ３ 節 利 用

第 １ 款 利 用 の 請 求

（ 利 用 請 求 の 手 続 ）

第 22条 条 例 第 16条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用

の 請 求 （ 以 下 「 利 用 請 求 」 と い う 。 ） を し よ う と す る 者 は 、 条

例 第 18条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 記

第 １ 号 様 式 に よ る 特 定 歴 史 公 文 書 等 利 用 請 求 書 （ 以 下 「 利 用 請

求 書 」 と い う 。 ） を 館 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並 び に

法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名

(２ ) 利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 識 別 番 号 及 び 前 条 第

１ 項 に 規 定 す る 目 録 に 記 載 さ れ た 名 称

２ 前 項 の 規 定 に よ る 利 用 請 求 書 の 提 出 の 方 法 は 、 次 の 各 号 の い

ず れ か に よ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ２ 号 に 掲 げ る

方 法 に 必 要 な 送 料 は 、 利 用 請 求 を す る 者 が 負 担 し な け れ ば な ら

な い 。

(１ ) 公 文 書 館 内 の 閲 覧 室 （ 以 下 「 閲 覧 室 」 と い う 。 ） の 受 付

に 提 出 す る 方 法

(２ ) 公 文 書 館 に 郵 送 等 を す る 方 法

(３ ) 情 報 通 信 技 術 を 用 い て 公 文 書 館 に 送 信 す る 方 法



３ 前 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 方 法 に よ る 利 用 請 求 に つ い て

は 、 利 用 請 求 書 が 公 文 書 館 に 到 達 し た 時 点 で 請 求 が な さ れ た も

の と み な す 。

（ 利 用 請 求 の 取 扱 い ）

第 23条 館 長 は 、 条 例 第 16条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 時 の 経 過 を 考 慮

す る に 当 た っ て は 、 利 用 制 限 は 原 則 と し て 作 成 又 は 取 得 さ れ て

か ら 30年 を 超 え な い も の と す る 考 え 方 を 踏 ま え る も の と す る 。

（ 部 分 利 用 ）

第 24条 条 例 第 16条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 区 分 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

方 法 に よ り 行 う 。

(１ ) 文 書 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 当 該 特 定 歴 史 公 文

書 等 の 写 し を 作 成 し 、 当 該 写 し に 記 載 さ れ て い る 利 用 制 限 情

報 を 黒 塗 り す る 方 法 又 は 利 用 制 限 情 報 が 記 載 さ れ て い る 範 囲

を 被 覆 す る 方 法

(２ ) 電 磁 的 記 録 当 該 記 録 の 写 し を 作 成 し 、 当 該 写 し に 記 載

さ れ て い る 利 用 制 限 情 報 を 消 除 す る 方 法

（ 本 人 情 報 の 取 扱 い ）

第 25条 条 例 第 17条 の 利 用 請 求 を す る 条 例 第 16条 第 １ 項 第 １ 号 イ

に 掲 げ る 情 報 に よ り 識 別 さ れ る 特 定 の 個 人 （ 以 下 こ の 条 に お い

て 「 本 人 」 と い う 。 ） は 、 館 長 に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

の い ず れ か を 提 示 し 、 又 は 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 利 用 請 求 を す る 者 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 と 同 一 の 情 報

が 記 載 さ れ て い る 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 の 被 保 険 者 証 、 行 政

手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関

す る 法 律 （ 平 成 25年 法 律 第 27号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個

人 番 号 カ ー ド 、 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 26年 政 令 第

319号 ） 第 19条 の ３ に 規 定 す る 在 留 カ ー ド 、 日 本 国 と の 平 和

条 約 に 基 づ き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す

る 特 例 法 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 71号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特

別 永 住 者 証 明 書 そ の 他 法 律 又 は こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ

り 交 付 さ れ た 書 類 で あ っ て 、 当 該 利 用 請 求 を す る 者 が 本 人 で

あ る こ と を 確 認 す る に 足 り る も の

(２ ) 前 号 に 掲 げ る 書 類 を や む を 得 な い 理 由 に よ り 提 示 し 、 又

は 提 出 す る こ と が で き な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 利 用 請 求 を

す る 者 が 本 人 で あ る こ と を 確 認 す る た め 館 長 が 適 当 で あ る と

認 め る 書 類

２ 第 22条 第 ２ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 条 例 第 17

条 の 利 用 請 求 を す る 場 合 に は 、 当 該 利 用 請 求 を す る 者 は 、 前 項

の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の い ず れ か を 複 写

機 に よ り 複 写 し た も の 及 び そ の 者 の 住 民 票 の 写 し そ の 他 の そ の

者 が 当 該 複 写 し た も の に 記 載 さ れ た 本 人 で あ る こ と を 示 す も の

と し て 館 長 が 適 当 で あ る と 認 め る 書 類 （ 利 用 請 求 を す る 日 前 30

日 以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限 る 。 ） を 館 長 に 提 出 す れ ば 足 り

る 。



３ 死 者 に 関 す る 個 人 情 報 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 者 は 、 本 人 に

代 わ っ て 条 例 第 17条 の 利 用 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 利 用 請 求 を す る 者 は 、 前 ２ 項 に 定 め る 書 類 の ほ

か 、 当 該 利 用 請 求 を す る 者 と 本 人 と の 関 係 を 確 認 す る た め 館 長

が 適 当 で あ る と 認 め る 書 類 を 館 長 に 対 し 提 示 し 、 又 は 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。

(１ ) 本 人 の 配 偶 者 （ 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と

同 様 の 事 情 に あ っ た 者 を 含 む 。 ） 及 び ２ 親 等 以 内 の 血 族

(２ ) 死 亡 し た 本 人 が 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 人 で あ る 場 合 の

生 前 に お け る 法 定 代 理 人

(３ ) 前 ２ 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 当 該 利 用 請 求 に 係 る 本 人 の 個

人 情 報 が 当 該 利 用 請 求 を す る 者 の 個 人 情 報 に 該 当 す る と 館 長

が 認 め る 者

（ 利 用 決 定 等 ）

第 26条 館 長 は 、 利 用 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に 条 例 第 20条

第 １ 項 に 規 定 す る 利 用 決 定 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 利 用 決 定

等 」 と い う 。 ） を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 利 用 制 限 事 由

の 存 否 に 係 る 確 認 作 業 が 必 要 な 場 合 そ の 他 の 時 間 を 要 す る 事 情

が あ る 場 合 は 、 利 用 請 求 が あ っ た 日 か ら 30日 以 内 に 利 用 決 定 等

を す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 館 長 が 条 例 第 18条 第 ２

項 の 規 定 に 基 づ き 補 正 を 求 め た と き は 、 当 該 補 正 に 要 し た 日 数

は 、 当 該 期 間 に 算 入 し な い 。

２ 条 例 第 19条 各 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ る

特 定 歴 史 公 文 書 等 利 用 決 定 等 通 知 書 に よ り 行 う も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 利 用 請 求 書 に お い て 請 求 し た 利 用 が 認 め ら れ

な い 場 合 （ 条 例 第 23条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 原 本 の 利 用 が 認

め ら れ な い 場 合 を 含 む 。 ） は 、 そ の 理 由 を 付 さ な け れ ば な ら な

い 。

３ 条 例 第 19条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 に 係 る 前 項 の 通 知 書 に

は 、 別 記 第 ３ 号 様 式 に よ る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 の 方 法 申 出

書 （ 第 31条 に お い て 「 利 用 の 方 法 申 出 書 」 と い う 。 ） を 添 付 し

な け れ ば な ら な い 。

４ 第 ２ 項 の 通 知 は 、 閲 覧 室 で 行 う ほ か 、 利 用 請 求 を し た 者 （ 以

下 「 利 用 請 求 者 」 と い う 。 ） の 求 め に 応 じ 、 郵 送 等 に よ り 行 う

も の と す る 。

５ 条 例 第 20条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 第 ４ 号 様 式 に よ

る 利 用 決 定 等 期 限 延 長 通 知 書 に よ り 行 う も の と す る 。

６ 条 例 第 21条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 第 ５ 号 様 式 に よ る 利 用

決 定 等 期 限 特 例 適 用 通 知 書 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 条 例 第 22条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 等 ）

第 27条 条 例 第 22条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 と し 、 同 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 書 面 に よ る 場 合 は 、 別 記 第

６ 号 様 式 に よ り 行 う も の と す る 。

(１ ) 利 用 請 求 の 年 月 日

(２ ) 利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録 さ れ て い る 当 該



第 三 者 に 関 す る 情 報 の 内 容

(３ ) 意 見 書 を 提 出 す る 場 合 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限

（ 条 例 第 22条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 等 ）

第 28条 条 例 第 22条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 と し 、 同 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 第 ７ 号 様 式 に よ り 行 う

も の と す る 。

(１ ) 利 用 請 求 の 年 月 日

(２ ) 利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 を さ せ よ う と す

る 理 由

(３ ) 利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録 さ れ て い る 当 該

第 三 者 に 関 す る 情 報 の 内 容

(４ ) 意 見 書 を 提 出 す る 場 合 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限

（ 条 例 第 22条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 等 ）

第 29条 条 例 第 22条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 と し 、 同 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 第 ８ 号 様 式 に よ り 行 う

も の と す る 。

(１ ) 利 用 請 求 の 年 月 日

(２ ) 利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 を さ せ よ う と す

る 理 由

(３ ) 利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 公 文 書 等 に 付 さ れ て い る 条 例 第

12条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 意 見 の 内 容

(４ ) 意 見 書 を 提 出 す る 場 合 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限

（ 条 例 第 22条 第 ４ 項 の 通 知 の 方 法 ）

第 30条 条 例 第 22条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 別 記 第 ９ 号 様 式

に よ り 行 う も の と す る 。

（ 利 用 の 方 法 ）

第 31条 条 例 第 23条 に 規 定 す る 利 用 の 方 法 は 、 利 用 請 求 者 が 利 用

請 求 書 又 は 利 用 の 方 法 申 出 書 に 利 用 の 方 法 を 記 載 し 、 館 長 に 提

出 す る こ と に よ り 指 定 す る も の と す る 。

２ 利 用 の 方 法 申 出 書 は 、 利 用 決 定 の 通 知 が あ っ た 日 か ら 30日 以

内 で の 提 出 を 求 め る も の と す る 。 た だ し 、 利 用 請 求 者 に お い

て 、 当 該 期 間 内 に 当 該 申 出 を す る こ と が で き な い こ と に つ き 正

当 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３ 利 用 の 方 法 申 出 書 の 提 出 の 方 法 に つ い て は 、 第 22条 第 ２ 項 の

規 定 を 準 用 す る 。

（ 条 例 第 23条 の 規 則 で 定 め る 方 法 ）

第 32条 条 例 第 23条 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す

る 。

(１ ) 電 磁 的 記 録 を 専 用 機 器 に よ り 再 生 し 、 又 は 映 写 し た も の

の 閲 覧 、 視 聴 又 は 聴 取

(２ ) 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た も の の 閲 覧 又 は 交 付

(３ ) 電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た も の の 交 付

２ 前 項 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 の 利 用 の 方 法 は 、 情 報 化 の 進 展 状

況 等 を 勘 案 し て 、 利 用 者 が 利 用 し や す い も の と す る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。



（ 閲 覧 の 方 法 等 ）

第 33条 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 閲 覧 は 、 閲 覧 室 で 行 う も の と す る 。

２ 閲 覧 室 に お け る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 に 関 し て は 、 別 に 定

め る 。

（ 写 し の 交 付 の 方 法 等 ）

第 34条 条 例 第 23条 の 規 定 に よ る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 写 し の 交 付

は 、 当 該 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 全 部 に つ い て 行 う ほ か 、 そ の 一 部

に つ い て も 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 館 長 は 、 利

用 請 求 者 に 対 し 、 具 体 的 な 範 囲 の 特 定 を 求 め る も の と す る 。

２ 写 し の 交 付 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 媒 体 に

つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め る も の の 中 か ら 館 長 が 指 定 し た 方 法 の

う ち 、 利 用 請 求 者 の 希 望 す る も の に つ い て 、 特 定 歴 史 公 文 書 等

１ 件 に つ き １ 部 に 限 り 、 実 施 す る も の と す る 。

(１ ) 文 書 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 き 、 条 例 第 16条 第 ３ 項 の 規

定 に よ る 利 用 の た め に 作 成 さ れ た 複 製 物 を 含 む 。 ）

ア 用 紙 に 複 写 し た も の

イ 複 製 物 で あ る 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た も の

ウ ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 電 磁 的 記

録 媒 体 に 複 写 し た も の

(２ ) 電 磁 的 記 録 及 び マ イ ク ロ フ ィ ル ム

ア 用 紙 に 出 力 し た も の

イ 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た も の

３ 館 長 は 、 利 用 請 求 者 か ら 写 し の 交 付 を 受 け る 範 囲 又 は 方 法 の

指 定 を 受 け た 場 合 は 、 速 や か に 別 表 に 基 づ き 費 用 を 算 定 し 、 当

該 費 用 を 利 用 請 求 者 に 通 知 す る も の と す る 。

４ 館 長 は 、 次 条 に 定 め る 費 用 の 納 入 が 確 認 さ れ た の ち 、 速 や か

に 写 し の 交 付 を 行 う も の と す る 。

５ 写 し の 交 付 は 、 公 文 書 館 に お い て 行 う ほ か 、 利 用 請 求 者 の 求

め に 応 じ 、 郵 送 等 に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

必 要 な 送 料 は 、 当 該 利 用 請 求 者 が 負 担 し な け れ ば な ら な い 。

（ 費 用 の 納 入 方 法 ）

第 35条 館 長 は 、 利 用 請 求 者 が 写 し の 交 付 を 受 け る 場 合 に は 、 条

例 第 24条 の 規 定 に よ り 、 別 表 に 基 づ き 算 定 し た 費 用 の 納 入 を 、

次 の 各 号 の い ず れ か の 方 法 に よ り 受 け 取 る も の と す る 。

(１ ) 公 文 書 館 に お い て 直 接 納 入 す る 方 法

(２ ) 納 入 通 知 書 に よ る 方 法

第 ２ 款 利 用 の 促 進

（ 簡 便 な 方 法 に よ る 利 用 等 ）

第 36条 館 長 は 、 条 例 第 16条 の 規 定 に よ り 利 用 が 認 め ら れ て い る

特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て 、 前 款 に 定 め る 手 続 の ほ か 、 別 に 定

め る 簡 便 な 方 法 （ 次 項 に 定 め る も の を 除 く 。 ） に よ り 利 用 に 供

す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 の デ ジ タ ル 画 像 等 の 情 報 を イ ン タ

ー ネ ッ ト の 利 用 に よ り 公 開 す る こ と 等 の 方 法 に よ り 、 積 極 的 に

一 般 の 利 用 に 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。



（ 展 示 会 の 開 催 等 ）

第 37条 館 長 は 、 年 度 ご と に 計 画 を 定 め た 上 で 、 展 示 会 の 開 催 、

公 文 書 館 内 の 見 学 会 そ の 他 の 取 組 を 行 い 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 の

利 用 の 促 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 貸 出 し ）

第 38条 館 長 は 、 他 の 機 関 か ら 学 術 研 究 、 社 会 教 育 等 の 公 共 的 目

的 を 有 す る 行 事 等 に お い て 利 用 す る た め に 特 定 歴 史 公 文 書 等 の

貸 出 し の 申 込 み が あ っ た 場 合 に は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、

当 該 特 定 歴 史 公 文 書 等 を 貸 し 出 す こ と が で き る 。

（ 原 本 の 特 別 利 用 ）

第 39条 館 長 は 、 原 本 の 利 用 を 認 め る と そ の 保 存 に 支 障 を 生 ず る

お そ れ が あ る 特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て 、 複 製 物 に よ っ て は 利

用 目 的 を 果 た す こ と が で き な い 場 合 等 原 本 に よ る 利 用 が 必 要 で

あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 に 慎 重

な 取 扱 い を 確 保 し た 上 で 、 当 該 原 本 の 利 用 を 希 望 す る 者 に 対

し 、 特 別 に 原 本 を 利 用 に 供 す る こ と が で き る 。

（ レ フ ァ レ ン ス ）

第 40条 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 効 果 的 な 利 用 を 確 保 す る た

め 、 レ フ ァ レ ン ス を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 鑑 定 の 依 頼 、 文

書 の 解 読 、 翻 訳 等 、 公 文 書 館 の 業 務 と し て 情 報 提 供 す る こ と が

適 当 で な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 館 長 は 、 閲 覧 室 の 開 室 時 間 中 に お い て 、 口 頭 、 電 話 、 書 面 そ

の 他 の 方 法 に よ り 、 レ フ ァ レ ン ス に 係 る 利 用 を 希 望 す る 者 の 申

込 み を 受 け 付 け る こ と が で き る 。

第 ３ 款 移 管 元 実 施 機 関 の 利 用

（ 移 管 元 実 施 機 関 の 利 用 ）

第 41条 特 定 歴 史 公 文 書 等 を 移 管 し た 実 施 機 関 が 条 例 第 27条 に 規

定 す る 利 用 の 特 例 の 適 用 を 求 め る 場 合 は 、 第 22条 第 １ 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 利 用 請 求 者 は 、 身 分 を 証 す る 書 面 を 提 示 し 、 及

び 別 記 第 10号 様 式 に よ る 特 定 歴 史 公 文 書 等 利 用 請 求 書 （ 移 管 元

実 施 機 関 用 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 利 用 請 求 者 が 公 文 書 館 の 外 で の 閲 覧 を 希 望 し た 場 合

は 、 館 長 は 、 第 33条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 30日 を 限 度 と し て 、

そ の 閲 覧 を 認 め る こ と が で き る 。

第 ４ 節 廃 棄

（ 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 廃 棄 ）

第 42条 館 長 は 、 特 定 歴 史 公 文 書 等 と し て 保 存 し て い る 文 書 に つ

い て 、 劣 化 が 極 限 ま で 進 展 し て 判 読 も 修 復 も 不 可 能 と な り 利 用

で き な く な っ た と き そ の 他 歴 史 資 料 と し て 重 要 で な く な っ た と

認 め る 場 合 に は 、 条 例 第 32条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 公 文 書 管 理 委

員 会 に 諮 問 し 、 そ の 同 意 を 得 て 、 当 該 特 定 歴 史 公 文 書 等 を 廃 棄

す る こ と が で き る 。

２ 館 長 は 、 前 項 の 諮 問 を 行 う 場 合 に は 、 あ ら か じ め 当 該 特 定 歴

史 公 文 書 等 を 移 管 し た 実 施 機 関 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な

い 。



３ 館 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 特 定 歴 史 公 文 書 等 を 廃 棄 し た

場 合 に は 、 廃 棄 に 関 す る 記 録 を 作 成 し 、 公 表 す る も の と す る 。

第 ５ 節 研 修

（ 研 修 の 実 施 ）

第 43条 館 長 は 、 公 文 書 館 の 職 員 に 対 し 、 歴 史 公 文 書 等 を 適 切 に

保 存 し 利 用 に 供 す る た め に 必 要 な 専 門 的 知 識 及 び 技 能 を 習 得 さ

せ 、 及 び 向 上 さ せ る た め に 必 要 な 研 修 を 行 う も の と す る 。

２ 館 長 は 、 条 例 第 34条 第 ２ 項 及 び 前 項 の 研 修 を 実 施 す る と き

は 、 そ の 必 要 性 を 把 握 し 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 研 修 計 画 を 立 て

る も の と す る 。

３ 館 長 は 、 条 例 第 34条 第 ２ 項 及 び 第 １ 項 の 研 修 を 実 施 し た と き

は 、 研 修 計 画 の 改 善 並 び に 歴 史 公 文 書 等 の 適 切 な 保 存 及 び 移 管

の 改 善 に 資 す る た め 、 研 修 効 果 の 把 握 に 努 め る も の と す る 。

第 ６ 節 雑 則

（ 保 存 及 び 利 用 の 状 況 の 公 表 の 方 法 ）

第 44条 条 例 第 29条 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用

等 に よ る も の と す る 。

第 ５ 章 雑 則

（ 委 任 ）

第 45条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 前 ２ 章 に 定 め る 事 項 を 実

施 す る た め に 必 要 な 事 項 は 、 館 長 が 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 施 行 日 前 公 文 書 に 係 る 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 記 載 の 特 例 ）

２ 実 施 機 関 は 、 施 行 日 前 公 文 書 に つ い て は 、 第 ５ 条 第 １ 項 第 １

号 及 び 第 ７ 号 か ら 第 11号 ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 公 文 書

フ ァ イ ル 管 理 簿 に 記 載 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合 に は 、 当 分 の

間 、 当 該 事 項 を 記 載 し な い こ と が で き る 。

（ 施 行 日 前 公 文 書 に 係 る 移 管 又 は 廃 棄 の 特 例 ）

３ 条 例 附 則 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 実 施 機 関 は 、 次 に 掲 げ る 施 行

日 前 公 文 書 に つ い て 、 館 長 に 協 議 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 第 １ 号 に 掲 げ る 施 行 日 前 公 文 書 で あ っ て 、 条 例 附 則 第

５ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 に 記 載 し て い な い も

の を 廃 棄 す る と き は 、 実 施 機 関 は 、 あ ら か じ め 、 廃 棄 す る 施 行

日 前 公 文 書 の 一 覧 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 に お い て ５ 年 以 上 の 保 存 期 間 が 定 め ら

れ て い た も の

(２ ) 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 に お い て ５ 年 未 満 の 保 存 期 間 が 定 め ら

れ て い た 公 文 書 で あ っ て 、 実 施 機 関 が 歴 史 公 文 書 等 に 該 当 す

る と 認 め る も の



別 表 （ 第 34条 、 第 35条 関 係 ） （ 調 整 中 ）

備 考 用 紙 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 ま で の 大 き さ と し 、 こ れ を

超 え る 大 き さ の 用 紙 を 用 い た 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ３ 番

の 用 紙 を 用 い た 場 合 の 枚 数 に 換 算 し て 金 額 を 算 定 す る 。

特 定 歴 史

公 文 書 等

の 種 類

写 し の 交 付 の 方 法 金 額

１ 文 書

（ ２ を

除 き 、

複 製 物

を 含

む 。 ）

(１ ) 用 紙 に 複 写 し た も

の 又 は 複 製 物 で あ る 電

磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力

し た も の （ 単 色 刷 り ）

用 紙 １ 枚 に つ き 10円

(２ ) 用 紙 に 複 写 し た も

の 又 は 複 製 物 で あ る 電

磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力

し た も の （ 多 色 刷 り ）

用 紙 １ 枚 に つ き 50円

(３ ) ス キ ャ ナ に よ り 読

み 取 っ て で き た 電 磁 的

記 録 を 電 磁 的 記 録 媒 体

に 複 写 し た も の

当 該 文 書 １ 枚 に つ き 10

円 に 当 該 電 磁 的 記 録 媒

体 の 購 入 等 に 要 す る 金

額 を 加 え た 額

２ 電 磁

的 記 録

及 び マ

イ ク ロ

フ ィ ル

ム

(１ ) 用 紙 に 出 力 し た も

の （ 単 色 刷 り ）

用 紙 １ 枚 に つ き 10円

(２ ) 用 紙 に 出 力 し た も

の （ 多 色 刷 り ）

用 紙 １ 枚 に つ き 50円

(３ ) 電 磁 的 記 録 媒 体 に

複 写 し た も の

当 該 電 磁 的 記 録 媒 体 の

購 入 等 に 要 す る 金 額

３ 外 部 に 委 託 し て 作 成 す る こ と を

要 す る も の

当 該 写 し の 作 成 に 要 し

た 委 託 金 額



電話番号：

Ｅ－ｍａｉｌ：

　高知県公文書等の管理に関する条例第18条第１項の規定により、下記のとおり特定歴史公文書等の利用を請求します。

№

１

２

３

４

５

ア　文書（イを
　除く。）

イ　電磁的記録
　及びマイクロ
　フィルム

別記
第１号様式（第22条関係）

特定歴史公文書等利用請求書
年　　月　　日

　高知県立公文書館長　様

＊氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） ＊住所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地）

〒

連絡先（連絡先が「氏名」欄に記入された本人以外の場合は、連絡担当者の住所、氏名及び電話番号）

記

＊識別番号 ＊目録に記載された特定歴史公文書等の名称 利用の方法

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（ Ａ４・Ｂ４・Ａ３ ）（ 白黒・カラー ）　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
□スキャニング等による電磁的記録媒体への複写（ ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ ）　［№　　　　　　　　　　　］
　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□用紙への出力（ Ａ４・Ｂ４・Ａ３ ）（ 白黒・カラー ）　　　　　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
□電磁的記録媒体への複写（ ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ ）　　　　　　　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

写しの交付の方法 □館において交付　□郵送等（送付先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　）

注　１　「＊」の必須項目については、正確かつ明瞭に記入してください。記入内容に不備がある場合は、高知県公文書等の管理に関する条例第18
　　　条第２項の規定に基づき、補正をお願いする場合があります。
　　２　写しの交付による利用を希望する場合は、「写しの作成方法」欄及び「写しの交付の方法」欄に記入してください。

ファクシミリ番号：

写しの作成方法



（裏面）

職員確認欄

□運転免許証
□健康保険証
□個人番号カード
□その他（　　　　　　　　　　　　　）
□戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
□成年後見登記事項証明書
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

本人の確認

本人との関係
の確認



印

№ 識別番号 特定歴史公文書等の名称
利用決定
等の内容

利用制限の内容及びその理由

１

２

３

４

５

【本件連絡先】

第２号様式（第26条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

特定歴史公文書等利用決定等通知書
                         様　　

高知県立公文書館長

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用について、下記のとおりとすることとしましたので、高知県公文書等の管
理に関する条例第19条の規定により通知します。

記

原本の利用を認め
ない理由

公文書館で閲覧を実施することができる日時及び場所 　　　　　年　　月　　日以降

写しを交付する場合の準備日数 写しの交付に要する費用の納入を確認後　　日程度

注　利用請求時に利用の方法（写しの交付の場合は、併せて写しの作成方法及び交付の方法）を選択し、利用決定後も変更がない場合は、その旨を
　下記担当まで連絡することにより、同封した「特定歴史公文書等の利用の方法申出書」の提出を省略することができます。
（備考）利用請求書において請求した利用が認められない場合は、以下の教示を記載する。
　　　　この決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に高知県知
　　　事に対して審査請求をすることができます。また、この決定の取消しを求める訴訟については、行政事件訴訟法の規定に基づき、この決定が
　　　あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、高知県を被告として（被告を代表する者は、高知県知事となります。）、高知地方裁
　　　判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。

利用の方法



（裏面）

＜説明事項＞

 １　「利用の方法」の選択について
利用の方法（写しの交付を希望する場合は、併せて写しの作成方法及び交付の方法）については、同封しました「特定歴史公文書等の利用の方

法申出書」により申出を行ってください。申出書の提出は、公文書館の閲覧室の受付への提出、郵送等により公文書館への送付又は電子メールに
添付して送信する方法により行うこともできます。

なお、利用請求時に意思を表示し、利用決定後においても方法について変更がない場合には、電話等の連絡により申出書の提出を省略すること
ができます。

利用方法は、閲覧又は写しの交付のいずれかを選択できます。いったん閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます
（その場合には、別途「特定歴史公文書等の更なる利用の申出書」を提出していただく必要があります。）。

閲覧室における利用（閲覧）を選択される場合は、「公文書館で閲覧を実施することができる日時及び場所」欄に記載されている日時以降に指
定の場所で閲覧することができます。また、写しの交付を希望する場合に要する費用については、公文書館に申出書が到着した後、速やかにお知
らせします（なお、写しの送付を希望される場合は、別途、送付に要する費用が必要になります。）。

なお、特定歴史公文書等は、他の利用者による請求、展示等のために利用に供される場合がありますので、速やかな利用の方法の選択にご協力
をお願いします。

 ２　写しの交付に要する費用の納入について
写しの交付に要する費用の納入は、公文書館において現金を直接納入する方法又は公文書館から送付する納入通知書による方法のいずれかによ

ります。
 ３　利用制限に係る審査請求等

利用制限を行うこととされた部分について、不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から
起算して３月以内に、高知県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内
であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。

また、決定の取消しを求める訴訟については、行政事件訴訟法の規定に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内
に、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事となります。）、高知地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過し
たときは、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。）。

 ４　閲覧及び閲覧室における写しの交付について
閲覧を希望する場合は、利用の当日、来館の際に、この通知書をご持参ください（閲覧に限り、利用の当日に特定歴史公文書等の利用の方法申

出書を提出していただくことも可能です。）。
　なお、当該特定歴史公文書等が現に公文書館において利用されている場合は、利用することができない場合がありますので、ご留意ください。
　閲覧室における写しの交付を選択され、その旨を申し出られた場合は、利用の当日、来館の際に、この通知書をご持参ください。

 ５　担当課等
利用の方法、費用の納入方法、審査請求の方法等について、ご不明な点等がございましたら、本件連絡先に記載した担当までお問い合わせくだ

さい。



電話番号：

Ｅ－ｍａｉｌ：

　高知県公文書等の管理に関する条例施行規則第31条第１項の規定により、特定歴史公文書等の利用について、下記のとおり申出をします。

１　利用決定通知書の番号等

２　求める利用の方法（次の表の利用の方法を選択して、該当するものを記入し、又はチェックしてください。）

№

１

２

３

４

５

ア　文書（イを
　除く。）

イ　電磁的記録
　及びマイクロ
　フィルム

第３号様式（第26条関係）
特定歴史公文書等の利用の方法申出書

年　　月　　日
　高知県立公文書館長　様

＊氏名：（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） ＊住所：（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地）

〒

連絡先：（連絡先が「氏名」欄に記入された本人以外の場合は、連絡担当者の住所、氏名及び電話番号）

記

＊識別番号 ＊目録に記載された特定歴史公文書等の名称 利用の方法

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（ Ａ４・Ｂ４・Ａ３ ）（ 白黒・カラー ）　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
□スキャニング等による電磁的記録媒体への複写（ ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ ）　［№　　　　　　　　　　　］
　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□用紙への出力（ Ａ４・Ｂ４・Ａ３ ）（ 白黒・カラー ）　　　　　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
□電磁的記録媒体への複写（ ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ ）　　　　　　　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

写しの交付の方法 □館において交付　□郵送等（送付先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　）

注　写しの交付による利用を希望された方には、公文書館において要する費用を算定し、納入の方法を通知します。

ファクシミリ番号：

写しの作成方法



第４号様式（第26条関係）

第 号

年 月 日

様

高知県立公文書館長 □印

利用決定等期限延長通知書

年 月 日付けの特定歴史公文書等の利用請求については、高知県公文書等の管理

に関する条例第20条第２項の規定を適用し、下記のとおり、利用決定等の期限を延長することとし

ましたので通知します。

記

１ 利用請求のあった特定歴史公文書等の名称及び識別番号

２ 延長後の期限

３ 延長の理由

【本件連絡先】



第５号様式（第26条関係）

第 号

年 月 日

様

高知県立公文書館長 □印

利用決定等期限特例適用通知書

年 月 日付けの特定歴史公文書等の利用請求については、下記のとおり、高知県

公文書等の管理に関する条例第21条の規定を適用することとしましたので通知します。

記

１ 利用請求のあった特定歴史公文書等の名称及び識別番号

２ 高知県公文書等の管理に関する条例第21条の規定（利用決定等の期限の特例）を適用すること

とした理由

３ 利用決定等をする期限

月 日までに可能な部分について利用決定等を行い、残りの部分については、次に記載

する時期までに利用決定等をする予定です。

月 日（ ）

【本件連絡先】



第６号様式（第27条関係）

第 号

年 月 日

様

高知県立公文書館長 □印

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見について（照会）

（あなた、貴社等）に関する情報が記録されている下記の特定歴史公文書等について、高知県公

文書等の管理に関する条例第16条第１項の規定による利用請求があり、当該特定歴史公文書等につ

いて利用させる旨の決定を行う際の参考とするため、同条例第22条第１項の規定に基づき、ご意見

を伺うこととしました。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについてご意見があるときは、同封しま

した「特定歴史公文書等の利用請求に関する意見書」をご提出いただきますようお願いいたしま

す。

なお、提出期限までに同意見書のご提出がない場合には、特にご意見がないものとして取り扱わ

せていただきます。

記

【本件連絡先】

利用請求のあった特定歴
史公文書等の名称

（識別番号）

利用請求の年月日 年 月 日

当該特定歴史公文書等に
記録されている（あな
た、貴社等）に関する情
報の内容

意見書の提出先

意見書の提出期限 年 月 日



別紙

年 月 日

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見書

高知県立公文書館長 様

氏名：
ふりがな

（法人等にあっては、名称及び代表者の氏名）

住所：〒

（法人等にあっては、主たる事務所の所在地）

連絡先（電話番号）：

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用について、下記のとお

り意見を提出します。

記

注 １ ※の１又は２のうち該当するものの番号に○印を付してください。２を選択された場合

は、支障（不利益）がある部分及びその具体的内容を記入してください。

２ 法人等の場合は、電話番号と担当部署の電話番号とが同じときは、担当部署の電話番号の

記入を省略することができます。

照会のあった特定歴史公
文書等の名称

（識別番号）

利用に関してのご意見

※

１ 意見はない。又は支障（不利益）はない。

２ 利用されると支障（不利益）がある。

(１) 支障（不利益）がある部分

(２) 支障（不利益）の具体的内容

（あなた（貴社等）の）
連絡先（担当部署の名
称、電話番号等）



第７号様式（第28条関係）

第 号

年 月 日

様

高知県立公文書館長 □印

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見について（照会）

（あなた、貴社等）に関する情報が記録されている下記の特定歴史公文書等について、高知県公

文書等の管理に関する条例第18条第１項の規定による利用請求があり、利用させる旨の決定を行い

たいと考えています。

つきましては、同条例第22条第２項の規定により、ご意見を伺いますので、当該特定歴史公文書

等を利用させることについてご意見がある場合は、同封しました「特定歴史公文書等の利用請求に

関する意見書」をご提出いただきますようお願いいたします。

なお、提出期限までに同意見書のご提出がない場合には、特にご意見がないものとして取り扱わ

せていただきます。

記

【本件連絡先】

利用請求のあった特定歴
史公文書等の名称

（識別番号）

利用請求の年月日 年 月 日

高知県公文書等の管理に
関する条例第22条第２項
の規定を適用する理由

当該特定歴史公文書等に
記録されている（あな
た、貴社等）に関する情
報の内容

意見書の提出先

意見書の提出期限 年 月 日



別紙

年 月 日

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見書

高知県立公文書館長 様

氏名：
ふりがな

（法人等にあっては、名称及び代表者の氏名）

住所：〒

（法人等にあっては、主たる事務所の所在地）

連絡先（電話番号）：

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用について、下記のとお

り意見を提出します。

記

注 １ ※の１又は２のうち該当するものの番号に○印を付してください。２を選択された場合

は、支障（不利益）がある部分及びその具体的内容を記入してください。

２ 法人等の場合は、電話番号と担当部署の電話番号とが同じときは、担当部署の電話番号の

記入を省略することができます。

照会のあった特定歴史公
文書等の名称

（識別番号）

利用に関してのご意見

※

１ 意見はない。又は支障（不利益）はない。

２ 利用されると支障（不利益）がある。

(１) 支障（不利益）がある部分

(２) 支障（不利益）の具体的内容

（あなた（貴社等）の）
連絡先（担当部署の名
称、電話番号等）



第８号様式（第29条関係）

第 号

年 月 日

様

高知県立公文書館長 □印

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見について（照会）

高知県公文書等の管理に関する条例第16条第１項第１号ウに関する情報が記録されている下記の

特定歴史公文書等について、同条例第18条第１項の規定による利用請求があり、利用させる旨の決

定を行いたいと考えています。

つきましては、同条例第22条第３項の規定により、ご意見を伺いますので、当該特定歴史公文書

等を利用させることについてご意見がある場合は、同封しました「特定歴史公文書等の利用請求に

関する意見書」をご提出いただきますようお願いいたします。

なお、提出期限までに同意見書のご提出がない場合には、特にご意見がないものとして取り扱わ

せていただきます。

記

【本件連絡先】

利用請求のあった特定歴史公
文書等の名称

（識別番号）

利用請求の年月日 年 月 日

当該特定歴史公文書等に付さ
れている高知県公文書等の管
理に関する条例第12条第４項
の規定による意見の内容

当該特定歴史公文書等を利用
させる旨の決定をする理由

意見書の提出先

意見書の提出期限 年 月 日



別紙

第 号

年 月 日

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見書

高知県立公文書館長 様

移管元実施機関

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用について、下記のとお

り意見を提出します。

記

注 ※の１又は２のうち該当するものの番号に○印を付してください。２を選択された場合は、意

見がある部分及びその具体的理由を記入してください。

照会のあった特定歴史公
文書等の名称

（識別番号）

利用に関してのご意見

※

１ 特に意見はない。

２ 意見がある。

(１) 意見がある部分

(２) 意見に係る具体的理由

連絡先（担当部署の名
称、電話番号等）



第９号様式（第30条関係）

第 号

年 月 日

様

高知県立公文書館長 □印

特定歴史公文書等の利用決定等について（通知）

年 月 日付けで（あなた、貴社等）から反対の意思を表示した「特定歴史公文書

等の利用請求に関する意見書」の提出がありました特定歴史公文書等については、下記のとおり利

用させる旨の決定をしましたので、高知県公文書等の管理に関する条例第22条第４項の規定により

通知します。

記

１ 利用させる旨の決定をした特定歴史公文書等の名称

２ 利用させる旨の決定をした理由

３ 利用させる日

【本件連絡先】

（教示）

この決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内に高知県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定があった日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。）。

また、この決定の取消しを求める訴訟については、行政事件訴訟法の規定に基づき、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、高知県を被告として（被告を代表する者

は、高知県知事となります。）、高知地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます

（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができ

なくなります。）。



連絡先（連絡担当者の所属部署名、職・氏名及び電話番号）

　高知県公文書等の管理に関する条例第18条第１項及び第27条の規定により、下記のとおり特定歴史公文書等の利用を請求します。

№

１

２

３

４

５

ア　文書（イを
　除く。）

イ　電磁的記録
　及びマイクロ
　フィルム

第10号様式（第41条関係）
特定歴史公文書等利用請求書（移管元実施機関用）

年　　月　　日
　高知県立公文書館長　様

　　　移管元実施機関

記

＊識別番号 ＊目録に記載された特定歴史公文書等の名称 利用の方法

□閲覧（□館外）
□写しの交付

□閲覧（□館外）
□写しの交付

□閲覧（□館外）
□写しの交付

□閲覧（□館外）
□写しの交付

□閲覧（□館外）
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（ Ａ４・Ｂ４・Ａ３ ）（ 白黒・カラー ）　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
□スキャニング等による電磁的記録媒体への複写（ ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ ）　［№　　　　　　　　　　　］
　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□用紙への出力（ Ａ４・Ｂ４・Ａ３ ）（ 白黒・カラー ）　　　　　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
□電磁的記録媒体への複写（ ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ ）　　　　　　　　　　　［№　　　　　　　　　　　］
　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

写しの交付の方法 □館において交付　□郵送等（送付先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

注　１　「＊」の必須項目については、正確かつ明瞭に記入してください。記入内容に不備がある場合は、高知県公文書等の管理に関する条例第18
　　　条第２項に基づき、補正をお願いする場合があります。
　　２　写しの交付による利用を希望する場合は、「写しの作成方法」欄及び「写しの交付の方法」欄に記入してください。

写しの作成方法


